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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(235／295) 
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第 3.1-6 表 標準ラグの耐震計算結果 
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第 3.1-7 表 標準Ｕボルトの耐震計算結果 
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第 3.1-8 表（１／18） 支持架構の耐震計算結果 
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第 3.1-8 表（５／18） 支持架構の耐震計算結果 

 

 
 

 

前ページ同様。 

733



別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(258／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
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第 3.1-8 表（10／18） 支持架構の耐震計算結果 
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第 3.1-8 表（13／18） 支持架構の耐震計算結果 
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第 3.1-8 表（15／18） 支持架構の耐震計算結果 
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第 3.1-8 表（16／18） 支持架構の耐震計算結果 
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第 3.1-8 表（17／18） 支持架構の耐震計算結果 
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第 3.1-8 表（18／18） 支持架構の耐震計算結果 
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第 3.1-9 表（１／３） 埋込金物の耐震計算結果 

（ベースプレート，材料  

 

 
 

 

第 3.1-9 表（２／３） 埋込金物の耐震計算結果 

(スタッドジベル，材料

 
 

 

第 3.1-9 表（３／３） 埋込金物の耐震計算結果 

(コンクリート) 
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5.2 代表的な支持構造物の耐震計算例 

5.2.1 支持構造物の耐震計算例 

代表的な支持構造物を表5－12 に，耐震計算例を表5－13－1

～表5－13－10に示す。 

なお，本項における耐震計算結果は，代表的な支持構造物の

例を示したものであり，本項に記載のない支持構造物につい

ても同様な評価を行う。 

5.2.2 個別の処置方法 

支持構造物の評価において，支持点荷重が定格荷重又は最大

使用荷重を超えた場合には，標準支持間隔法であれば支持間

隔の短縮化等による支持点荷重低減，3次元はりモデル解析で

あれば使用鋼材又は構造の見直し等により強度向上を図るも

のとする。 

3.2 代表的な支持構造物の耐震計算例 

3.2.1 支持構造物の耐震計算例 

代表的な支持構造物を第3.2.1-1表に，耐震計算例を第3.2.1-

2表～第3.2.1-9表に示す。 

なお，本項における耐震計算結果は，代表的な支持構造物の

例を示したものであり，本項に記載のない支持構造物について

も同様な評価を行う。 

3.2.2 個別の処置方法 

支持構造物の評価において，支持点荷重が最大使用荷重を超

えた場合には，標準支持間隔法であれば支持間隔の短縮化等に

よる支持点荷重低減，多質点系はりモデル解析であれば使用鋼

材又は構造の見直し等により強度向上を図るものとする。 

記載の適正化と

して，本図書内

の表現を統一し

た。 
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表5－12 代表的な支持構造物 

 
 

 

第 3.2.1-1 表 代表的な支持構造物 

 

 

再処理施設にお

いて用いている

支持構造物の耐

震評価結果につ

いて記載した。 
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第 3.2.1-2 表（１／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 
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第 3.2.1-2 表（２／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 
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第 3.2.1-4 表（１／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

 

 
 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(279／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 
 

 

第 3.2.1-4 表（２／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

 

 
 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(280／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 
 

 

第 3.2.1-5 表（１／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

 

 
 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(281／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

第 3.2.1-5 表（２／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

 

 
 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(282／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

第 3.2.1-6 表（１／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

 

 
 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(283／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

第 3.2.1-6 表（２／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

 

 
 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(284／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 
 

 

第 3.2.1-7 表（１／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

 

 
 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(285／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 
 

 

第 3.2.1-7 表（２／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

 

 
 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(286／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

第 3.2.1-8 表（１／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

 

 
 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(287／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

第 3.2.1-8 表（２／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

 

 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(288／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 
 

 

第 3.2.1-9 表（１／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(289／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

第 3.2.1-9 表（２／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

 

 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(290／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

比較対象無し  
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(291／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

比較対象無し  
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(292／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

比較対象無し  
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(293／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

比較対象無し  
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(294／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

5. その他特に考慮すべき事項（Ⅴ-2-1-11） 

(1)機器と配管の相対変位に対する考慮 

機器と配管との相対変位に対しては，配管側のフレキシビリ

ティでできる限り変位を吸収することとし，機器側管台部又

は支持構造物に過大な反力を生じさせないよう配管側のサポ

ート設計において考慮する。 

(2)動的機器の支持に対する考慮 

ポンプ，ファン等の動的機器に対しては地震力の他に機器の

振動を考慮して支持構造物の強度設計を行う。 

また，振動による軸芯のずれを起こさないよう，据付台の基

礎へのグラウト固定，取付ボルトの回り止め等の処置を行

う。 

 

(3)建屋・構築物との共振の防止 

支持に当たっては据付場所に応じ，建屋・構築物の共振領域

からできるだけ外れた固有振動数を持つよう考慮する。ま

た，共振領域近くで設計する場合は地震応答に対して十分な

強度余裕を持つようにする。 

 

(4)波及的影響の防止 

耐震重要度における下位クラスの機器の破損によって上位ク

ラスの機器に波及的影響を及ぼすことがないよう配置等を考

慮して設計するが，波及的影響が考えられる場合には，下位

クラス機器の支持構造物は上位クラスに適用される地震動に

対して設計する。 

 

(5)隣接する設備 

配管が他の配管又は諸設備と接近して設置される場合は，地

震，自重，熱膨張及び機械的荷重による変位があっても干渉

しないようにする。保温材を施工する配管については，保温

材の厚みを含めても干渉しないようにする。 

 

(6)材料の選定 

材料選定に当たっては，使用条件下における強度に配慮し，

十分な使用実績があり，材料特性が把握された安全上信頼性

が高いものを使用する。 

また，添付書類「Ⅴ-2-1-10 ダクティリティに関する設計方

4. その他の考慮事項 

4.1  機器と配管の相対変位に対する考慮 

機器と配管との相対変位に対しては，配管側のフレキシビ

リティでできる限り変位を吸収することとし，機器側管台部

又は支持構造物に過大な反力を生じさせないよう配管側のサ

ポート設計において考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  建屋・構築物との共振の防止 

支持に当たっては据付場所に応じ，建屋・構築物の共振領

域からできるだけ外れた固有振動数を持つよう考慮する。ま

た，共振領域近くで設計する場合は地震応答に対して十分な

強度余裕を持つようにする。 

 

4.3  波及的影響の防止 

耐震重要度における下位クラスの機器の破損によって上位

クラスの機器に波及的影響を及ぼすことがないよう配置等を

考慮して設計するが，波及的影響が考えられる場合には，下

位クラス機器の支持構造物は上位クラスに適用される地震動

に対して設計する。 

 

4.4  隣接する設備 

配管が他の配管又は諸設備と接近して設置される場合は，

地震，自重，熱膨張及び機械的荷重による変位があっても干

渉しないようにする。保温材を施工する配管については，保

温材の厚みを含めても干渉しないようにする。 

 

4.5  材料の選定 

材料選定に当たっては，使用条件下における強度に配慮

し，十分な使用実績があり，材料特性が把握された安全上信

頼性が高いものを使用する。 

また，添付書類「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上

 

 

 

 

 

 

添付書類「Ⅳ-1-

1-10 機器の耐震

支持方針」に記

載した。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(295／295) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

針」の材料の選択方針に基づき，ダクティリティを持つよう

配慮する。 

 

の留意点」の材料の選択方針に基づき，ダクティリティを持

つよう配慮する。 
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電気計測制御装置等の耐震設計方針 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（1／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

別紙１ 電気計測制御装置等の耐震設計方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 耐震設計の範囲 

3. 耐震設計の手順 

3.1 盤の耐震設計手順 

3.2 装置の耐震設計手順 

3.3 器具の耐震設計手順 

3.4 電路類の耐震設計手順 

3.5 既存資料の利用による耐震設計 

 

Ⅴ－２－１－１１ 機器・配管の耐震支持設計方針 

 

目次 

3．電気計測制御装置 

3.1 基本原則 

3.2 支持構造物の設計 

 

Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針 

 

目次 

1. 概要 
2. 耐震設計の範囲 
3. 耐震設計方針 
3.1 盤 
3.3 装置 

3.2 器具 
3.4 電路類 
3.5 既存資料の利用による耐震設計 

 
 
 
 
4．耐震支持方針 

4.1 基本原則 
4.2 支持構造物の設計 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（2／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

別紙１ 電気計測制御装置等の耐震設計方針 

1. 概要 

  本方針は，電気計測制御装置等（以下「電気計装品」とい

う。）の耐震設計の基本方針を示すものである。 

 

2. 耐震設計の範囲 

電気計装品の区分及び適用範囲を表 2-1 に示すとおりとし，

設計基準対象施設のうち耐震Ｓクラスの電気計装品及び重大事

故等対処施設のうち常設耐震重要重大事故防止設備または常設

重大事故緩和設備に該当する電気計装品を対象とする。 

なお，耐震Ｓクラスの電気計装品及び重大事故等対処施設の

うち常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備

の電気計装品が，下位クラスの電気計装品による波及的影響に

よって，それぞれの安全機能及び重大事故等に対処するために

必要な機能を損なわないように設計する。 

 

 

 

 

1. 概要 

本方針は，電気計測制御装置等(以下「電気計装品」とい

う。)の耐震設計の基本方針を示すものである。 

 

2. 耐震設計の範囲 

電気計装品の区分及び適用範囲を第 2.-1 表に示すとおり

とし，安全機能を有する施設のうち耐震重要度Ｓクラスの電

気計装品に該当する電気計装品を対象とする。 

なお，耐震重要度Ｓクラスの電気計装品の電気計装品が下

位クラスの電気計装品による波及的影響によって，それぞれ

の安全機能に対処するために必要な機能を損なわないように

設計する。 

重大事故等対処設備については，後次回申請以降で申請す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回申請範囲

である安全機能

を有する施設に

対する記載と

し，重大事故等

対処施設につい

ては後次回申請

以降に示す。以

降，本資料にお

いて重大事故等

対処施設の記載

有無による先行

炉との差異理由

は同様。 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（3／20） 
 

 

 

第 2.-1 表 電気計装品の区分及び適用範囲 
 

区分 定義 適用範囲 対象例 

1．盤 電気計装品の一部で，

鋼材，鋼板等によって

作られた構造物で器

具，ケーブル等を含

み，電気系，計装系の

信号の処理，制御及び

操作系の保護，開閉並

びに電力の変換等の機

能をもっているものを

いう。 

盤本体の他にチ

ャンネルベー

ス，盤とチャン

ネルベース取付

ボルト及び基礎

ボルトまで含

む。 

中央制御盤

類，閉鎖配電

盤，パワーセ

ンタ，コント

ロールセン

タ，計装ラッ

ク，現場操作

盤，静止形イ

ンバータ，蓄

電池用充電器

等 

2．器具 電気計装品において取

扱われる信号又は電力

に対し，検出，変換，

演算，制御等の操作を

行い，電気系，計装系

の機能を作り出す要素

をいう。これらは盤類

に取付けられ，あるい

は所定の取付場所に設

置される。 

発信器，検出器

等のように計装

配管に取り付け

られたり，現場

に支持金物で据

え付けられるも

のはその取付金

物まで含む。 

各種検出器，

発信器，保護

継電器，制御

継電器，演算

器，スイッ

チ，遮断器，

指示計，計器

用変成器，変

流器等 

3．装置 電力の変換，あるいは

エネルギの変換を目的

とした電気計装品の一

部をいう。 

ディーゼル発電

機は発電機本体

及び基礎ボルト

を含む。 

蓄電池は接続導

体，架台及び基

礎ボルトまで含

む。 

変圧器，ディ

ーゼル発電

機，電動発電

機，蓄電池等 

4．電路類 電線，ケーブル，導体

等の形で電流が通じて

いる回路が，鋼板その

他の材料で構成された

支持及び保護の役目を

する構造物に収納され

ている場合，その構造

物及び電気回路を含め

て電路類という。 

ケーブルトレ

イ，バスダク

ト，電線管等の

支持構造物及び

埋込金物を含

む。 

計装配管は止め

弁以降の計装配

管，支持構造物

及び埋込金物を

含む。 

ケーブルトレ

イ，バスダク

ト，電線管，

ケーブルペネ

トレーショ

ン，計装配管

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補機用電動機に

ついては使用し

ていないため記

載していない。 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（4／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3. 耐震設計の手順 

具体的な手順は，構造上及び機能上の性質により異なるの

で，電気計装品を盤，装置，器具及び電路類の4種類に大別し，

以下各々についてその手順を示す。 

 

 

 

 

 

3.1 盤の耐震設計手順（図3-1 参照） 

 

盤は，多種多様の器具を収納する集合体であるので，構造

的，機能的に設計地震力に対して健全でなければならない。 

解析モデル化が可能で解析が容易である場合は「振動特性解

析による方法」を採用し，解析モデル化が不可能な場合若しく

は解析モデル化が可能であっても実験によって耐震性を検定す

るのが容易な場合は，「振動特性試験による方法」を採用す

る。 

振動特性解析又は振動特性試験によって剛構造かどうかを判

定し，剛構造であれば静的解析により構造的及び機能的健全性

を確認する。剛構造でない場合は，応答解析又は応答試験を実

施する。 

応答試験による場合は，取り付けられる器具を実装して行う

ことが容易な場合には，実装集合体応答試験により構造的及び

機能的健全性を確認する。 

また，器具を実装して行うことが困難な場合には物理的，構

造的に実物を模擬したものを取り付けた模擬集合体応答試験を

行い構造的健全性を確認するとともに，模擬器具取付点の応答

を測定し，器具の単体で検定された検定スペクトルと比較する

ことにより機能的健全性を確認する。 

応答解析による場合は，解析により構造的健全性を確認する

とともに器具の取付点の応答と器具単体で得られた検定スペク

トルとを比較することにより，機能的健全性を確認する。 

 

 3. 耐震設計方針 

電気計装品は，地震時及び地震後においても再処理施設を

安全な状態に維持できるものでなくてはならない。したがっ

て，地震による再処理施設の安全性に対する影響を考慮し

て，耐震設計上の重要度に応じて電気計装品の耐震設計を行

う。 

第2.-1表において区分した４種類に対する具体的な設計方

針を以下に示す。 

 

3.1  盤 

 
盤は，多種多様の器具を収納する集合体であるので，構造

的，機能的に設計地震力に対して健全でなければならない。 

解析モデル化が可能で解析が容易である場合は「振動特性

解析による方法」を採用し，解析モデル化が不可能な場合若

しくは解析モデル化が可能であっても実験によって耐震性を

検定するのが容易な場合は，「振動特性試験による方法」等

を採用する。 

振動特性解析又は振動特性試験等によって剛構造かどうか

を判定し，剛構造であれば静的解析により構造及び機能的健

全性を確認する。剛構造でない場合は，応答解析又は応答試

験を実施する。 

応答試験による場合は，取付けられる器具を実装して行う

ことが容易な場合には，実装集合体応答試験により構造的，

機能的健全性を確認する。 

また，器具を実装して行うことが困難な場合には物理的，

構造的に実物を模擬したものを取付けた模擬集合体応答試験

を行い構造的健全性を確認するとともに，模擬器具取付点の

応答を測定し，器具の単体で検定された検定スペクトルと比

較することにより機能的健全性を確認する。 

応答解析による場合は，解析により構造的健全性を確認す

るとともに器具の取付点の応答と器具単体で得られた検定ス

ペクトルとを比較することにより，機能的健全性を確認す

る。 

第3.1-1図に盤の耐震設計フローチャートを示す。 

電気計装品の耐

震設計方針につ

いての記載とし

た。 

 

 

 

 

 

第 2.－１表に合

わせ，区分ごと

の説明項目とし

た。 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（5／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

  
構造設計

解析モデル化
可能

振動特性試験

剛構造

実装集合体
試験可能

実装集合体
応答試験

模擬集合体
応答試験

静的解析 応答解析

剛構造

振動特性解析

最大応答加速度
及び床応答曲線

器具等取付点応答
一般検定条件以下

盤の構造的
健全性検討

盤の構造的，機能的
健全性検討

盤の機能的
健全性検討

健全健全

盤の設計
変更が可能

器具の設計変更

完了

YES

YES YES

YES

YES

YESYES

YES

NO

NO NO

NO

NO

NO NO

NO

A

B

A B ：第3.2-1図 器具の耐震設計
　フローチャート参照

 
第 3.1-1 図 盤の耐震設計フローチャート 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（6／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.2 装置の耐震設計手順（図3-2 参照） 

装置は，一般に剛な構造であり，その機能は，構造的健全性

が保たれている限り失われることはない。したがって，耐震性

の検討は，静的解析を行って構造的健全性を確かめる。 

ただし，剛構造でない場合は，盤と同様に応答解析又は応答

試験によって構造的健全性を確認する。 

 

 

 

3.2  装置 

装置は，一般的に剛構造であり，その機能は，構造的健全

性が保たれている限り失われることはない。したがって，耐

震性の検討は，静的解析を行って構造的健全性を確認する。 

ただし，剛構造でない場合は，盤と同様に応答解析又は応

答試験によって構造的健全性を確認する。 

第 3.2-1 図に装置の耐震設計フローチャートを示す。 

 

構造設計

静的解析

剛構造

最大応答加速度

構造的，機能的
健全性検討

健全

装置の設計
変更が可能か

装置の形式変更

盤と同様の
フローチャートへ

NO

YES

NO

NO

YES

YES

完了

 
 

第 3.2-1 図 装置の耐震設計フローチャート 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（7／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.3 器具の耐震設計手順（図3-3 参照） 

器具の耐震性の検討は，構造，機能の両面について行う。 

器具は，構造的及び機能的健全性を保持し得る限界入力，又

は許容入力値を求める一般検定試験（又は限界性能試験）を行

い，検定スペクトルを求め，これと取付け位置の応答とを比較

することにより耐震性を判定する。 

一般検定試験を行えない場合は，器具取付け位置の動的入力

によって応答試験を行うことにより耐震性を判定する。 

器具の中で，計器用変成器等のように剛体と見なせるもので

あって構造的に健全であれば，その機能が維持されるものにつ

いては装置と同様に静的解析を行って構造的健全性を確認す

る。 

 

 

 

3.3  器具 

器具の耐震性の検討は，構造，機能の両面について行う。 

器具は，構造的，機能的健全性を保持し得る限界入力，又

は許容入力値を求める一般検定試験(又は限界性能試験)を行

い，検定スペクトルを求め，これと取付け位置の応答とを比

較することにより耐震性を判定する。 

一般検定試験を行えない場合は，器具取付け位置の動的入

力によって応答試験を行うことにより耐震性を判定する。 

器具の中で，計器用変成器等のように剛体と見なせるもの

であって構造的に健全であれば，その機能が維持されるもの

については装置と同様に静的解析を行って構造的健全性を確

認する。 

第3.3-1図に器具の耐震設計フローチャートを示す。 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（8／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 

 

構造・機能設計

一般検定

振動特性試験
一般検定試験

（又は限界性能試験）

一般検定条件
（限界入力又は許容入力）

健全

器具の設計
変更が可能

器具の形式変更

完了

YES

YES

YES

NO

NO

NO

検定スペクトル応答試験

B
構造的，機能的
健全性検討

最大応答加速度
及び床応答曲線

A

第3.1-1図 盤の耐震設計
フローチャート参照

第3.1-1図 盤の耐震設計
フローチャート参照

 
第3.3-1図 器具の耐震設計フローチャート 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（9／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.4 電路類の耐震設計手順（図3-4 参照） 

電路類は，構造的に健全ならば機能が維持されるので構造的

検討のみを行う。この際には3次元はりモデルによる解析又は標

準支持間隔法を用いる。3 次元はりモデルによる解析の場合

は，固有振動数に応じて応答解析による方法，又は静的解析に

よる方法を用いて構造的健全性を確認する方針とする。 

 

また，標準支持間隔法を用いる場合は，振動数基準による標

準支持間隔法を基本として標準支持間隔を設定し，標準支持間

隔以内で支持することにより耐震性を確保する。 

 

 

また，各建物間，建物と建物外地盤とにまたがって設置され

るものについては，それらの地震時の相対変位を吸収できる構

造とする。 

熱膨張等を考慮しなければならないものについては，その荷

重に対して構造的健全性を確認する方針とする。 

 

3.4  電路類 

電路類は，構造的に健全ならば機能が維持されるので構造

的検討のみを行う。この際には多質点系はりモデルによる解

析又は標準支持間隔法を用いる。多質点系はりモデルによる

解析の場合は，固有振動数に応じて応答解析による方法，又

は静的解析による方法を用いて構造的健全性を確認する方針

とする。 

また，標準支持間隔法を用いる場合は，静的又は動的地震

力による応力が許容応力以下となる標準支持間隔を設定し，

標準支持間隔以内で支持することにより耐震性を確保する。 

第3.4-1図に電路類の耐震設計フローチャートを示す。 

 

また各建屋間，建屋と建屋外地盤とにまたがって設置され

るものについては，それらの地震時の相対変位を吸収できる

構造とする。 

熱膨張等を考慮しなければならないものについては，その

荷重に対して構造的健全性を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

ける標準支持間

隔法による支持

間隔の設定は，

応力基準により

算出しているこ

とから，応力基

準により算出し

た標準支持間隔

以内で支持する

設計方針を記載

した。 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（10／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 

構造設計

３次元はりモデル
による解析

標準支持間隔法

健全

応答解析 静的解析

標準支持間隔以内
での支持施工

最大応答加速度
及び床応答曲線

構造的健全性検討

剛構造

標準支持間隔の設定

YES

NO

YES

NO

完了

 
第 3.4-1 図 電路類の耐震設計フローチャート 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（11／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.5 既存資料の利用による耐震設計 

電気計装品の耐震設計は，既に振動実験若しくは解析が行わ

れており，かつ，その電気計装品が本原子力発電所に使用され

るものと同等又は類似と判断される場合には，その実験データ

若しくは解析値を利用して耐震設計を行う。 

 

 

Ⅴ－２－１－１１ 機器・配管の耐震支持設計方針 

3. 電気計測制御装置 

3.1 基本原則 

電気計測制御装置の耐震支持方針は下記によるものとする。 

(1) 電気計測制御装置は取付ボルト等により支持構造物に固定

される。支持構造物は，剛な床，壁面等から支持することと

する。 

(2) 支持構造物を含め十分剛構造とすることで建屋との共振を

防止する。 

(3) 剛性を十分に確保できない場合は，振動特性に応じた地震

応答解析により，応力評価に必要な荷重等を算定し，その荷

重等に耐える設計とする。 

(4) 地震時に要求される電気的機能を喪失しない構造とする。 

電気計測制御装置の電気的機能維持の設計方針を別紙1に示

す。 

 

 

3.2 支持構造物の設計 

3.2.1 設計手順 

電気計測制御装置の配置，構造計画に際しては，設置場所の環境

条件，現地施工性等の関連を十分考慮して総合的な調整を行い，電

気計測制御装置類の特性，運転操作及び保守点検の際に支障となら

ないこと等についての配慮を十分加味した耐震設計を行うよう考慮

する。 

設計手順を図3-1に示す。 

支持構造物の設計は，建屋基本計画及び電気計測制御装置の基本設

計条件等から配置設計を行い，耐震解析，機能維持の検討により強

3.5  既存資料の利用による耐震設計 

電気計装品の耐震設計は，既に振動実験若しくは解析が行

われており，かつ，その電気計装品が本再処理施設に使用さ

れるものと同等又は類似と判断される場合には，その実験デ

ータ若しくは解析値を利用して耐震設計を行う。 

 

 

4. 耐震支持方針 

 
4.1  基本原則 

電気計装品の耐震支持方針は下記によるものとする。 

(1)電気計装品は取付ボルト等により支持構造物に固定され

る。支持構造物は，剛な床，壁面等から支持することとす

る。 

(2)支持構造物を含め十分剛構造とすることで建屋との共振

を防止する。 

(3)剛性を十分に確保できない場合は，振動特性に応じた地

震応答解析により，応力評価に必要な荷重等を算定し，そ

の荷重等に耐える設計とする。 

(4)地震時に要求される電気的機能を喪失しない構造とす

る。 

 

 

 

4.2  支持構造物の設計 

 
電気計装品の配置，構造計画に際しては，設置場所の環境

条件，現地施工性等の関連を十分考慮して総合的な調整を行

い，電気計装品類の特性，運転操作及び保守点検の際に支障

とならないこと等についての配慮を十分加味した耐震設計を

行うよう考慮する。 

支持構造物の耐震設計フローチャートを第4.2-1図に示す。 

支持構造物の設計は，建屋基本計画及び電気計装品の基本

設計条件等から配置設計を行い，耐震解析，機能維持の検討

により強度及び支持機能を確認し，詳細設計を行う。 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（12／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

度及び支持機能を確認し，詳細設計を行う。 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（13／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

基本原則

機能維持
の検討

OK

NO
※1 変圧器，蓄電池

　　　測温抵抗体は除く

設計仕様

設計条件※2

建屋基本計画図

機器配置図

設計場所
大きさ
スペース

建屋種別
設置高さ

基本設計図

支持構造決定

耐震計算

設計用床応答曲線

構造図基礎図

加振試験※1

※2 環境条件，現地施工性及び運転操作・保守点検時の配慮含む。

 
第 4.2-1 図 支持構造物の耐震設計フローチャート 

 
 

 

 

 

 

設計フローチャ

ートであること

から，設計に係

る内容について

記載した。 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（14／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.2.2 支持構造物及び埋込金物の設計 

(1) 盤の設計 

a. 設計方針 

盤に実装される器具は取付ボルトにより盤に固定する。 

盤には自立型と壁掛型があり，鋼材及び鋼板を組み合せた

フレーム及び筺体で構成される箱型構造とする。 

自立型の盤は基礎ボルトにより，あるいは床面に埋め込ま

れた埋込金物に溶接することにより自重及び地震荷重に対

し，有効な支持機能を有するよう設計する。 

 

壁掛型の盤は基礎ボルトにより，あるいは埋込金物に溶接

することにより自重及び地震荷重に対し，有効な支持機能を

有するよう設計する。 

 

 

b. 荷重条件 

荷重の種類及び組合せについては，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機

能維持の基本方針」に従う。 

 

 

4.2.1  支持構造物 

(1) 盤 

a．設計方針 

盤に実装される器具は取付ボルトにより盤に固定する。 

盤には垂直自立形と壁掛形があり，鋼材及び鋼板を組み

合わせたフレーム及び筐体で構成される箱型構造とする。 

垂直自立形の盤は，床面に埋め込まれた埋込金物に溶接

又は基礎ボルトで固定されたチャンネルベースに取付ボル

トで固定することにより自重及び地震荷重に対し，有効な

支持機能を有するよう設計する。 

壁掛形の盤は基礎ボルトにより，あるいは基礎に埋め込

まれた埋込金物又は基礎ボルトで固定されたチャンネルベ

ースに取付ボルトで固定することにより自重及び地震荷重

に対し，有効な支持機能を有するよう設計する。 

 

b．荷重条件 

荷重の種類及び組合せについては添付書類「Ⅳ－１－１

－８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基礎ボルト） 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（15／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(2) 架台の設計 

a. 設計方針 

架台に実装される器具は取付ボルトにより架台に固定する。 

 

架台は鋼材を組合せた溶接構造又はボルト締結構造とし，

自重及び地震荷重に対し，機能低下を起こすような変形をお

こさないよう設計する。 

架台は基礎ボルトにより，あるいは埋込金物に溶接するこ

とにより自重及び地震荷重に対し，有効な支持機能を有する

よう設計する。 

 

b. 荷重条件 

荷重の種類及び組合せについては，添付書類「Ⅴ-2-1-9  

機能維持の基本方針」に従う。 

 

 

(2)架台 

a．設計方針 

架台に実装される器具は取付ボルト等により架台に固

定する。 

架台は鋼材を組合せた溶接構造又はボルト締結構造と

し，自重及び地震荷重に対し，機能低下を起こすような

変形を起こさないよう設計する。 

架台は基礎ボルトにより，あるいは埋込金物に溶接す

ることにより自重及び地震荷重に対し，有効な支持機能

を有するよう設計する。 

 

b．荷重条件 

荷重の種類及び組合せについては添付書類「Ⅳ－１－

１－８ 機能維持の基本方針」に従う。 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（16／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(3) 埋込金物の設計 

a. 設計方針 

埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に伝え，支

持構造物と一体となって支持機能を満たすように設計する。

埋込金物の選定は，支持荷重及び配置を考慮して行う。 

 

 

b. 荷重条件 

荷重の種類及び組合せについては，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機

能維持の基本方針」に従う。 

 

c. 種類及び選定 

埋込金物には下記の種類があり，それぞれの使用用途にあ

わせて選定する。 

(a) 埋込金物形式 

機器の配置計画時に基礎との取合い形状が確定できない

場合に使用する。 

 

 

(3)埋込金物 

a．設計方針 

埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に伝

え，支持構造物と一体となって支持機能を満たすように

設計する。埋込金物の選定は，支持荷重及び配置を考慮

して行う。 

 

b．荷重条件 

荷重の種類及び組合せについては添付書類「Ⅳ－１－

１－８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

c．種類及び選定 

埋込金物には下記の種類があり，それぞれの使用用途

にあわせて選定する。 

(a) 埋込金物形式 

機器の配置計画時に基礎との取合い形状が確定でき

ない場合に使用する。 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（17／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(b) 基礎ボルト形式 

機器の配置計画時に基礎との取合い形状が確定できる場

合に使用する。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 基礎ボルト形式 

機器の配置計画時に基礎との取合い形状が確定でき

る場合に使用する。
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（18／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

(c) 後打アンカ 

打設後のコンクリートに穿孔機で孔をあけて設置するも

ので，ケミカルアンカ又はメカニカルアンカを使用する。

ただし，ケミカルアンカは，要求される支持機能が維持で

きる温度条件で使用する。また，メカニカルアンカは振動

が大きい箇所に使用しない。 

 

後打アンカの設計は，「各種合成構造設計指針・同解

説」（日本建築学会，2010年改定）に基づき設計する。ま

た，アンカメーカが定める施工要領に従い設置する。 

 

 

 

(c) 後打ちアンカ 

打設後のコンクリートに穿孔機で孔をあけて設置

するもので，ケミカルアンカ又はメカニカルアンカ

を使用する。ただし，ケミカルアンカは，要求され

る支持機能が維持できる温度条件で使用する。ま

た，メカニカルアンカは振動が大きい箇所に使用し

ない。 

後打ちアンカの設計は，「各種合成構造設計指

針・同解説」(日本建築学会，2010年改定)又は

JEAG4601・補-1984に基づき設計する。また，アン

カメーカが定める施工要領に従い設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（使用している

適用規格を追記

した。） 
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別紙４－１１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（19／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(4) 基礎の設計 

a. 設計方針 

電気計測制御装置の基礎は，支持構造物から加わる自重，

地震荷重に対し，有効な支持機能を有するよう設計する。基

礎の選定は，電気計測制御装置の支持方法，支持荷重及び配

置を考慮して行う。 

 

b. 荷重条件 

基礎の設計は，電気計測制御装置から伝わる荷重に対し，

荷重成分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せに

ついては，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に従

う。 

(4) 基礎 

a．設計方針 

電気計装品の基礎は，支持構造物から加わる自重，地

震荷重に対し，有効な支持機能を有するよう設計する。

基礎の選定は，電気計装品の支持方法，支持荷重及び配

置を考慮して行う。 

 

b．荷重条件 

基礎の設計は，電気計装品から伝わる荷重に対し，荷

重成分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せ

については，添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基

本方針」に従う。 
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別紙４－１２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針】（1／16） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

Ⅴ-2-11-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震

評価方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 耐震評価方針 

3.1 耐震評価部位 

3.2 地震応答解析 

3.3 設計用地震動又は地震力 

3.4 荷重の種類及び荷重の組合せ 

3.5 許容限界 

3.6 まとめ 

Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位ク

ラス施設の耐震評価方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 耐震評価方針 

3.1  耐震評価部位 

3.2  地震応答解析 

3.3  設計用地震動又は地震力 

3.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

3.5  許容限界 

3.6  まとめ 
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別紙４－１２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針】（2／16） 
 

 

1. 概要 

本資料は，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を設計す

る際に，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」の

「4.波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」にて選定した

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震評価方針を説

明するものである。 

 

2. 基本方針 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設は，添付書類「Ⅴ

-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」の「5. 波及的影響の設計対

象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に基づき，以下「3.耐

震評価方針」に示すとおり，耐震評価部位，地震応答解析，設計

用地震動又は地震力，荷重の種類及び荷重の組合せ並びに許容限

界を定めて耐震評価を実施する。この耐震評価を実施するものと

して，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」の「4.

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」にて選定した波及

的影響の設計対象とする下位クラス施設を，建物・構築物及び機

器・配管系に分けて表2-1に示す。 

 

 

1. 概要 

本資料は，安全機能を有する施設を設計する際に，添付書

類「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「4.波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設」にて選定した波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震評価方針を

説明するものである。 

 

2. 基本方針 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設は，添付書類

「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「5. 波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」

に基づき，以下「3.耐震評価方針」に示すとおり，耐震評価

部位，地震応答解析，設計用地震動又は地震力，荷重の種類

及び荷重の組合せ並びに許容限界を定めて耐震評価を実施す

る。この耐震評価を実施するものとして，添付書類「Ⅳ－１

－１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「4.波及的影響の

設計対象とする下位クラス施設」にて選定した波及的影響の

設計対象とする下位クラス施設を第2.-１表に示す。 

 

第 2.-１表 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

分類 
波及的影響の設計対象とする下

位クラス施設 

建物・構築物 
安全冷却水Ｂ冷却塔 飛来物防

護ネット 

 

 

 

第 1 回申請範囲

である安全機能

を有する施設に

対する記載と

し，重大事故等

対処施設につい

ては後次回申請

以降に示す。以

降，本資料にお

いて重大事故等

対処施設の記載

有無による先行

炉との差異理由

は同様。 

 

第 2.-１表に合

わせた記載とし

た 

 

 

 

 

 

記載の適正化と

して，添付書類

「Ⅳ－１－１－

４ 波及的影響

に係る基本方

針」に合わせた

記載とした。 
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別紙４－１２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針】（3／16） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3. 耐震評価方針 

3.1 耐震評価部位 

耐震評価部位については，対象設備の構造及び波及的影響の観

点を考慮し，ＪＥＡＧ 4601を含む工事計画での実績を参照した

上で，耐震評価上厳しい箇所を選定する。 

 

3.1.1 不等沈下又は相対変位の観点 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

a. 土留鋼管矢板 

土留鋼管矢板は，地盤の不等沈下により貯留堰の機能に影響

を及ぼす可能性が否定できないことから，上位クラス施設の設

計に適用する地震動又は地震力に対して，土留鋼管矢板の構造

部材の健全性及び基礎地盤の支持性能の確認を行う。 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

a. タービン建屋及びサービス建屋 

タービン建屋及びサービス建屋は，相対変位により原子炉建

屋に衝突する可能性が否定できないことから，上位クラス施設

の設計に適用する地震動又は地震力に対して，タービン建屋及

びサービス建屋の相対変位による衝突の有無の確認を行い，衝

突する場合には衝突時に原子炉建屋に影響がないことを確認す

る。 

 

3. 耐震評価方針 

3.1  耐震評価部位 

耐震評価部位については，対象設備の構造及び波及的影響

の観点を考慮し，JEAG4601を含む工事計画での実績を参照し

た上で，耐震評価上厳しい箇所を選定する。 

 

3.1.1  不等沈下又は相対変位の観点 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

地盤の不等沈下による影響については，添付書類「Ⅳ－

１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「4.1 相対変

位又は不等沈下の観点」に示すように，安全冷却水Ｂ冷却

塔に対して波及的影響を及ぼす下位クラス施設はない。 

 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

a.  安全冷却水Ｂ冷却塔 飛来物防護ネット 

下位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔 飛来物防護ネ

ットは，上位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔に隣接し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う相対変位により衝突して，安全冷却水Ｂ冷却

塔に対して波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。この

ため下位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔 飛来物防護

ネットと上位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔の相対変

位に対する評価を実施する。 

 

 

各施設の評価に必要な詳細構造計画は各計算書に示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

いて，安全冷却

水Ｂ冷却塔に対

して波及的影響

を及ぼす下位ク

ラス施設はない

ことを記載し

た。 

 

 

 

795



別紙４－１２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針】（4／16） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.1.2 接続部の観点 

a. ウォータレグシールライン（残留熱除去系，高圧炉心スプ

レイ系及び低圧炉心スプレイ系） 

残留熱除去系配管,高圧炉心スプレイ系配管及び低圧炉心ス

プレイ系配管に系統上接続されている下位クラス施設のウォー

タレグシールライン（残留熱除去系,高圧炉心スプレイ系及び

低圧炉心スプレイ系）は，下位クラス施設のウォータレグシー

ルラインの損傷により，上位クラス施設の残留熱除去系配管の

バウンダリ機能の喪失の可能性が否定できない。このため，上

位クラス施設の残留熱除去系配管と系統上接続されている下位

クラス施設のウォータレグシールラインについて，上位クラス

施設の設計に適用する地震動又は地震力に対して，主要構造部

材及び支持部の評価を実施する。 

 

3.1.2  接続部の観点 

接続部の観点による影響については，添付書類「Ⅳ－１－

１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「4.2 接続部の観

点」に示すように，安全冷却水Ｂ冷却塔に対して波及的影響

を及ぼす下位クラス施設はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

いて，安全冷却

水Ｂ冷却塔に対

して波及的影響

を及ぼす下位ク

ラス施設はない

ことを記載し

た。 
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3.1.3 屋内施設の損傷・転倒及び落下等の観点 

 

 

 

 

 

 

a. 燃料取替機 

燃料取替機は，上位クラス施設である使用済燃料プール，使

用済燃料貯蔵ラック等の上部に設置していることから，上位ク

ラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒又は落

下により，使用済燃料プール，使用済燃料貯蔵ラック等に衝突

し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため上位ク

ラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に対して，主要構

造部材，支持部及び吊具の評価を実施する。 

b. 原子炉建屋クレーン 

原子炉建屋クレーンは，上位クラス施設である使用済燃料プ

ール，使用済燃料貯蔵ラック等の上部に設置していることか

ら，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う

転倒又は落下により，使用済燃料プール，使用済燃料貯蔵ラッ

ク等に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。この

ため上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に対し

て，主要構造部材，支持部及び吊具の評価を実施する。 

c. 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン 

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーンは，上位クラス施

設である使用済燃料乾式貯蔵容器の上部に設置しているこ

とから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震

力に伴う転倒又は落下により，使用済燃料乾式貯蔵容器に

衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このた

め上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に対

して，主要構造部材及び支持部の評価を実施する。 

d. チャンネル着脱機 

チャンネル着脱機は，上位クラス施設である使用済燃料

プール及び使用済燃料貯蔵ラックの上部又は隣接して設置

3.1.3  建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

の観点 

 

 

 

 

 

 

建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下の観

点による影響については，添付書類「Ⅳ－１－１－４ 波及

的影響に係る基本方針」の「4.3 建屋内施設の損傷，転倒及

び落下の観点」に示すように，安全冷却水Ｂ冷却塔に対して

波及的影響を及ぼす下位クラス施設はない。 

 

記載の適正化と

して，添付書類

「Ⅳ－１－１－

４ 波及的影響

に係る基本方

針」に合わせた

記載とした。 

 

再処理施設にお

いて，安全冷却

水Ｂ冷却塔に対

して波及的影響

を及ぼす下位ク

ラス施設はない

ことを記載し

た。 
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していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒又は落下により，使用済燃料プー

ル及び使用済燃料貯蔵ラックに衝突し波及的影響を及ぼす

おそれが否定できない。このため上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に対して，主要構造部材，支持

部及び吊具の評価を実施する。 

e. 原子炉遮蔽 

原子炉遮蔽は，上位クラス施設である原子炉圧力容器に

隣接していることから，上位クラス施設の設計に適用する

地震動又は地震力に伴う転倒により，原子炉圧力容器に衝

突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に対し

て，主要構造部材，固定部の評価を実施する。 

f. 原子炉ウェル遮蔽ブロック 

原子炉ウェル遮蔽ブロックは，上位クラス施設である原

子炉格納容器の上部に設置していることから，上位クラス

施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う落下によ

り，原子炉格納容器に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが

否定できない。このため上位クラス施設の設計に適用する

地震動又は地震力に対して，主要構造部材の評価を実施す

る。 

g. 制御棒貯蔵ラック 

制御棒貯蔵ラックは，上位クラス施設である使用済燃料

プール及び使用済燃料貯蔵ラックの上部又は隣接して設置

していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒又は落下により，使用済燃料プー

ル及び使用済燃料貯蔵ラックに衝突し波及的影響を及ぼす

おそれが否定できない。このため上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に対して，主要構造部材及び固

定部の評価を実施する。 

h. 制御棒貯蔵ハンガ 

制御棒貯蔵ハンガは，上位クラス施設である使用済燃料

プール及び使用済燃料貯蔵ラックの上部又は隣接して設置
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していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒又は落下により，使用済燃料プー

ル及び使用済燃料貯蔵ラックに衝突し波及的影響を及ぼす

おそれが否定できない。このため上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に対して，主要構造部材及び固

定部の評価を実施する。 

i. 格納容器機器ドレンサンプ 

格納容器機器ドレンサンプは，上位クラス施設である格

納容器床ドレンサンプ及び導入管の近傍に設置しているこ

とから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震

力に伴う転倒により，格納容器床ドレンサンプ及び導入管

に波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため上

位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に対し

て，主要構造部材の評価を実施する。 

g. 中央制御室天井照明 

中央制御室天井照明は，上位クラス施設である緊急時炉

心冷却系操作盤，原子炉補機操作盤等の上部に設置してい

ることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は

地震力に伴う落下により，緊急時炉心冷却系操作盤，原子

炉補機操作盤等に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に対して，主要構造部材及び固定部の評価を

実施する。 

h. 使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋 

使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋は，上位クラス施設である

使用済燃料乾式貯蔵容器の上部に設置していることから，

上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う

落下により，使用済燃料乾式貯蔵容器に衝突し波及的影響

を及ぼすおそれが否定できない。このため上位クラス施設

の設計に適用する地震動又は地震力に対して，主要構造部

材の評価を実施する。 

i. 耐火障壁 

耐火障壁は，上位クラス施設であるパワーセンタ，125V 
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系蓄電池，可燃性ガス濃度制御系再結合器等の近傍に設置

していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，パワーセンタ，125V 系蓄

電池，可燃性ガス濃度制御系等に衝突し波及的影響を及ぼ

すおそれが否定できない。このため上位クラス施設の設計

に適用する地震動又は地震力に対して，主要構造部材及び

固定部の評価を実施する。 
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3.1.4 屋外施設の損傷・転倒及び落下等の観点 

 

 

 

 

 

 

a. 海水ポンプエリア防護対策施設 

下位クラス施設である海水ポンプエリア防護対策施設は，上

位クラス施設である残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱除去系

海水系ストレーナ等の上部に設置していることから，上位クラ

ス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う落下により，

残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱除去系海水系ストレーナ等

に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このた

め主要構造部材及び支持部の評価を実施する。 

b. 原子炉建屋外側ブローアウトパネル防護対策施設 

原子炉建屋外側ブローアウトパネル防護対策施設は，上位ク

ラス施設である原子炉建屋外側ブローアウトパネル及びブロー

アウトパネル閉止装置に近接して設置していることから，上位

クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う損傷によ

り，原子炉建屋外側ブローアウトパネル及びブローアウトパネ

ル閉止装置に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため主要構造部材及び支持部の評価を実施する。 

各施設の評価に必要な詳細構造計画は各計算書に示す。 
 

3.2 地震応答解析 

地震応答解析については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響

に係る基本方針」の「5.2 地震応答解析」に基づき，下位クラ

ス施設に適用する方法として，添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答

解析の基本方針」に記載の建物・構築物，機器・配管系又は屋

外重要土木構造物それぞれの地震応答解析の方針に従い実施す

る。 

 

3.3 設計用地震動又は地震力 

3.1.4  建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

の観点 

 

 

 

 

 

(1) 安全冷却水Ｂ冷却塔の飛来物防護ネット 

下位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔の飛来物防護ネ

ットは，上位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔を覆うよ

うに設置していることから，上位クラス施設の設計に適用す

る地震動又は地震力に伴う転倒又は落下により，安全冷却水

Ｂ冷却塔に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため支持部の評価を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各施設の評価に必要な詳細構造計画は各計算書に示す。 

 

3.2  地震応答解析 

地震応答解析については，添付書類「Ⅳ－１－１－４ 波

及的影響に係る基本方針」の「5.2 地震応答解析」に基づ

き，下位クラス施設に適用する方法として，添付書類「Ⅳ－

１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に記載の建物・構築

物，機器・配管系それぞれの地震応答解析の方針に従い実施

する。 

 

記載の適正化と

して，添付書類

「Ⅳ－１－１－

４ 波及的影響

に係る基本方

針」に合わせた

記載とした。 

再処理施設にお

いて，安全冷却

水Ｂ冷却塔に対

して波及的影響

を及ぼす下位ク

ラス施設につい

て記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書本

文における「Ⅰ-

１ 基本設計方

針」と同様に，

建物・構築物
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設計用地震動又は地震力については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の「5.3 設計用地震動又は地震

力」に基づき，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地

震力として，基準地震動Ｓｓを適用する。 

 

3.3  設計用地震動又は地震力 

設計用地震動又は地震力については，添付書類「Ⅳ－１－

１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「5.3 設計用地震動

又は地震力」に基づき，上位クラス施設の設計に適用する地

震動又は地震力として，基準地震動を適用する。 

 

は，建屋，屋外

重要土木構造物

(洞道)等の総称

としており，屋

外重要土木構造

物(洞道)につい

ても，建物・構

築物の章内にて

記載。なお，

「Ⅳ－１－１－

４ 波及的影響

に係る基本方

針」の「4. 波

及的影響の設計

対象とする下位

クラス施設」に

おいて選定され

る屋外重要土木

構造物(洞道)は

ない。 
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3.4 荷重の種類及び荷重の組合せ 

荷重の種類及び組合せについては，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波

及的影響に係る基本方針」の「5.4荷重の種類及び荷重の組合

せ」に基づき，波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施

設の運転状態において下位クラス施設に発生する荷重は，上位

クラス施設がＳクラス施設の場合は運転状態Ⅰ～Ⅳとして，Ｓ

Ａ施設の場合は運転状態Ⅴとして発生する荷重を設定し，添付

書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」の設計基準対象施設又

は常設重大事故等対処施設の荷重の組合せをそれぞれ適用す

る。 

 

また，屋外に設置されている施設については，添付書類「Ⅴ

-2-1-9 機能維持の基本方針」の風荷重及び積雪荷重の組合せ

の考え方に基づき設定する。 

 

3.5 許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用いる

許容限界については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る

基本方針」の「5.5 許容限界」に基づき，波及的影響を受ける

おそれのある上位クラス施設と同じ運転状態において，下位ク

ラス施設が波及的影響を及ぼすおそれがないよう，また，上位

クラス施設の機能に影響がないよう，以下，建物・構築物，機

器・配管系及び土木構造物に分けて設定する。 
 

3.5.1 建物・構築物 

建物・構築物については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響

に係る基本方針」の「5.5 許容限界」に基づき，距離及び終局

耐力を許容限界とする。 

終局耐力においては，鉄筋コンクリート造耐震壁を主要構造

とする建物・構築物についてはJEAG4601に基づく終局点に対応

するせん断ひずみ，それ以外の建物・構築物については崩壊機

構が形成されないこと又は「鋼構造設計規準－許容応力度設計

法－」（（社）日本建築学会，2005）等に基づく終局耐力を設

定することを基本とする。 

3.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

荷重の種類及び組合せについては，添付書類「Ⅳ－１－１

－４ 波及的影響に係る基本方針」の「5.4 荷重の種類及び

荷重の組合せ」に基づき，波及的影響の防止を目的とした設

計において用いる荷重の種類及び荷重の組合せについては，

波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施設と同じ運転

状態において下位クラス施設に発生する荷重を組み合わせ

る。 

 

 

 

また，屋外に設置されている施設については，添付書類

「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」の積雪荷重及び風

荷重の組合せの考え方に基づき設定する。 

 

3.5  許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用い

る許容限界については，添付書類「Ⅳ－１－１－４ 波及的

影響に係る基本方針」の「5.5 許容限界」に基づき，波及的

影響を受けるおそれのある上位クラス施設と同じ運転状態に

おいて，下位クラス施設が波及的影響を及ぼすおそれがない

よう，また，上位クラス施設の機能に影響がないよう，以

下，建物・構築物，機器・配管系に分けて設定する。 

 

3.5.1  建物・構築物 

建物・構築物については，添付書類「Ⅳ－１－１－４ 波

及的影響に係る基本方針」の「5.5  許容限界」に基づき，

距離及び終局耐力を許容限界とする。 

終局耐力においては，鉄筋コンクリート造耐震壁を主要構

造とする建物・構築物についてはJEAG4601に基づく終局点に

対応するせん断ひずみ，それ以外の建物・構築物については

崩壊機構が形成されないこと又は「鋼構造設計規準－許容応

力度設計法－」（（社）日本建築学会，2005）等に基づく終

局耐力を設定することを基本とする。 

 

 

 

記載の適正化と

して，添付書類

「Ⅳ－１－１－

４ 波及的影響

に係る基本方

針」に合わせた

記載とした。 
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別紙４－１２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針】（12／16） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

3.5.2 機器・配管系 

機器・配管系については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響

に係る基本方針」の「5.5 許容限界」に基づき，破断延性限界

に十分な余裕を有していることに相当する許容限界として，添

付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に示す許容応力状態

ⅣＡS を設定する。 

 

3.5.2  機器・配管系 

機器・配管系については，添付書類「Ⅳ－１－１－４  

波及的影響に係る基本方針」の「5.5  許容限界」に基づ

き，破断延性限界に十分な余裕を有していることに相当する

許容限界として，添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基

本方針」に示す基準地震動との荷重の組合せに適用する許容

限界を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化と

して，添付書類

「Ⅳ－１－１－

８ 機能維持の

基本方針」に合

わせた記載とし

た。  
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別紙４－１２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針】（13／16） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.5.3 土木構造物 

土木構造物については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に

係る基本方針」の「5.5 許容限界」に基づき，構造部材は短期

許容応力度，基礎地盤は極限支持力度に対して妥当な安全余裕

を考慮して設定する。 

 

 屋外重要土木構

造物の扱いは

3.2 と同様。 
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別紙４－１２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針】（14／16） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.6 まとめ 

以上を踏まえ，波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の

耐震評価方針を表3-1に示す。評価条件の欄については，波及的

影響を受けるおそれのある上位クラス施設と同じ運転状態を想定

することから，上位クラス施設がSクラス施設の場合は「DB」，

重要SA施設の場合は「SA」と評価条件に明記する。 
 

各施設の詳細な評価は，添付書類「Ⅴ-2-11-2」以降の各計算

書に示す。 

 

3.6  まとめ 

以上を踏まえ，波及的影響の設計対象とする下位クラス施

設の耐震評価方針を第3.6-1表に示す。 

 

 

 

 

各施設の詳細な評価は，添付書類「Ⅳ－２－１－４ 波及

的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価結

果」以降の各計算書に示す。なお，安全冷却水Ｂ冷却塔の飛

来物防護ネット以外の詳細な評価は，後次回申請以降におい

て示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の設

工認申請におい

ては分割申請で

あるため，後次

回申請以降で示

すことがわかる

記載とした。 
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別紙４－１２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針】（15／16） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 
 

 

 
 

 

再処理施設にお

いて，安全冷却

水Ｂ冷却塔に対

して波及的影響

を及ぼす下位ク

ラス施設につい

て記載した。 
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別紙４－１２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針】（16／16） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
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別紙５ 
 
 
 

補足説明すべき項目の抽出 
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別紙６ 
 
 
 

変更前記載事項の 
既工認等との紐づけ 

 
※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。 
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別紙７ 
 

 

 

基本設計方針の要求種別を 

踏まえた類型化 

（追而） 
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